
 

 

 

2018年１月12日 

逗  子  市 

 

 

 

上記事件の判決言渡後、次のとおり記者会見を開きますので、お知らせいたします。 

 

 

１ 日 時  平成30年１月15日㈪ 午後４時 

 

２ 場 所  逗子市役所５階 第３・４会議室 

 

 

 

【参 考】 

判決言渡 

日 時：平成30年１月15日㈪ 午後１時10分 

場 所：横浜地方裁判所横須賀支部 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

電話046-873-1111（代表） 

総務部総務課長 三ッ森 内345 

 

逗子市 ‐Press Release-  

市長臨時記者会見 
平成28年（ワ）第328号慰謝料請求事件（逗子ストーカー事件） 


